
 

『Ｒ５年度税制改正消費税（３） 登録申請手続き制度の見直し』 
 

 インボイス制度については、事業者の準備状況にばらつきがあること等を踏まえ、登録申請手続きの

柔軟化も図られる。【インボイス制度開始時から登録を受ける場合の手続きの緩和】令和５年４月以降に

登録申請書を提出し、同年１０月１日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、同

年３月３１日までの提出が「困難な事情」を記載しなくてはならなかったが、これを不要とする。【課税期間

の中途から登録を受ける場合の見直し】令和５年１０月１日以後に登録を受

けようとする免税事業者は、登録申請書に、その提出日から１５日を経過する

日以後の登録希望日を記載するものとする。希望日以後に登録がされたとき

は、その希望日に登録されたものとみなす。【登録の期限の見直し】免税事業

者が登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合に

は、その初日から起算して１５日前の日までの提出とする。課税期間の初日後

に登録がなされたときは、同日に登録を受けたものとみなす。【登録の取消し

期限の見直し】適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提

出し、提出があった課税期間の翌課税期間の初日から取消す場合には、そ

の初日から１５日前の日までの提出とする。 

 

『こども家庭庁に４．８兆円配分 Ｒ５年度社会保障予算―厚労省』 
 

 厚生労働省は、令和５年度予算特集の中で社会保障関係予算のポイントを詳しく解説している。５年

度の社会保障関係費は前年度に比べ約６２００億円増の３６兆９０００億円程度となった。経済・物価動

向等を踏まえつつ、社会保障関係費の実質的な伸びを、高齢化による増加分におさめる方針を達成し

た（年金スライド分を除く高齢化による増は４１００億円程度、年金スライド分の増は２２００億円程度）。 

 岸田政権が政策の大きな目玉に掲げているこども・子育て支援の充実の中で、５年４月に創設した「こ

ども家庭庁」には、一般会計・年金特別会計合わせて４兆８１０４億

円（前年度４兆６８７１億円）の予算を措置した。主な増加要因として

出産・子育て応援交付金の３７０億円、保育士・幼稚園教諭等の処

遇改善５６４億円などを挙げている。総額３６兆９０００億円のうち最

大の３分の１を占める年金国庫負担は１２兆５６１５億円の前年度

比２.６％増となった。基礎年金国庫負担（２分の１）等について措置

しており、足もとの物価等を勘案し、５年度の年金額改定率につい

て新規裁定者（６７歳以下の者）は２.2％、既裁定者（６８歳以上の

者）は１.9%と見込んだ。ほかに医療、介護、薬価改定、生活保護な

どの分野についても説明している。 
              

出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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